
医療機関（薬局）・薬剤名

お薬代の合計

お支払いになった
お薬代（月額）

ジェネリック医薬品に切り替えることで
軽減できる自己負担金額（月額）

 まずは、かかりつけの医師、薬剤師に相談してみましょう。

● このお知らせは、お薬を処方された方へ医療機関や薬局からの請求データに基づいて作成しています。

● このお知らせに記載しているお薬は、生活習慣病（高血圧、糖尿病など）や慢性疾患（ぜんそく、リウマチなど）で長期服用され
　  ている医薬品を中心としており、短期処方のお薬は記載していません。

お薬代の負担を減らしませんか？
2024年04月

お薬代は、（月額） 1,332

1-1

972 円～

3,024 円 1,332 円～

202400001

円 程度、ご負担が軽くなると見込まれます。
に処方されたお薬を、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、

宮城県後期高齢者医療広域連合から、
ジェネリック医薬品の利用促進を目的
としたお知らせです。

ジェネリック医薬品の相談窓口
 通話無料 ： 0120-067-890
 対応時間 ： 月～金（祝日除く）
　　　　　 9：00～17：00

720 円

2,304 円

360 円～ボルタレン錠 25ｍｇ

リウマトレックスカプセル

●●薬局

▲▲薬局

〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3
宮城県自治会館9階

ヤマダ　ハナコ　様



ジェネリック医薬品は薬事法に基づき、先発

医薬品と有効成分・効き目が同じものとして

開発・製造・販売されています。ジェネリック

医薬品とは新薬の特許終了後に、厚生労働大

臣の承認のもと製造・販売されるお薬です。

医療の質を落とさずに医療費負担を軽くする

ことができます。

宮城県後期高齢者医療広域連合
〒９８０ー００１１　宮城県仙台市青葉区上杉１－２－３
電話　０２２－２６６－１０２１（給付課）

ジェネリック医薬品への切り替えは、かかりつけの

医師、または薬剤師にご相談ください。

病院、薬局によっては、お取り扱いのないジェネリック

医薬品もございますので、まずは病院、薬局にご確認

ください。

厚生労働省の

承認を受けた薬だか
ら

安心ね！

ジェネリック医薬品は、安全で低価格な医薬品です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をし、

お薬情報の提供に同意をすれば、初めての医療機関を

受診した際でも、過去のお薬情報等が見られるように

なるため、医師や薬剤師と共有することにより、お薬

の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局に限られます。

ジェネリック医薬品を処方してもらうには？

「マイナンバーカード」を健康保険証として使ってみませんか？


